
別紙Ⅹ-５ 拾得物・遺失物の取扱要領 

拾得物・遺失物の取扱要領 

※本施設内及び事業敷地で拾得した物件の届出 ※本施設での物件保管は７日以内とする。 ※警察での拾得物保管期間は施設占有者の届出日から

３か月間である。

※施設占有者が所有権を取得するのは、届出日から３

ヵ月間経過した後で、その後２ヵ月間が受取り期間

となる。

※本施設内及び事業敷地で遺失した物件の届出

※拾得者に対し報労金の支払い

窓口案内業務における取扱要領（手順）

＊拾得物件提出時の対応及び遺失者への物件の返還 ＊警察署への拾得物件届出 ＊所有権取得物件の引取り

①拾得者から拾得物を提出された場合、「拾得物届」の内容

を聞き取りし、記載するとともに届出を受理すること。

②「拾得物件一覧簿」に必要事項を記載すること。

③拾得物件に受理番号と同一の荷札を取り付け、物件を保

管すること。

④総務企画課長まで拾得物届の報告決裁を執ること。

⑤遺失者が判明し、物件を返還する際は受領の記名等を必

ずさせること。

⑥拾得物件を遺失者へ返還した際は、総務企画課長まで返

還の報告決裁を執ること。

①拾得物届出書の伺と「拾得物届出

書」を作成すること。

※所有権の主張・放棄を必ず明記

すること。

②「拾得物届出書」には施設占有者

（市長）印を押印すること。

③警察署へ拾得物件を届出するこ

と。

④警察署より交付された「拾得物件

預り書」を持ち帰り保管するこ

と。

①拾得物件引取りの伺いを作成し、総務企画課長

まで、決裁を執ること。

②「拾得物件預り書」に住所・氏名（市長名）・電

話番号を記載し、市長印を押印すること。

③警察署へ「拾得物件預り書」を持参し、所有権

取得物件を受け取ること。

④受取った現金は、総務企画課担当者に調定依頼

をすること。

⑤ＳＡＰＩＣＡ・テレホンカード等は「物品返納

書」に必要事項を記載の上、総務企画課長まで

決裁後、物件と返納書を契約管理課に持参する

こと。

＊遺失物届け時の対応

・遺失者から遺失物件の届出をされた場合、「遺失物届」の

内容を聞き取り、記載するとともに届出を受理すること。
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